
豊橋市心身障害高校生①奨学金

②入学準備金を支給します

 対 象 市内在住の障害者手帳所持者

で、特別支援学校高等部などに

在学または新規で入学する方

 支給額 ①月額10,000円②17,500円

（②は4月中に申請した新規入

学者のみ）

 その他 ①は申請日の属する月分から令

和4年3月分まで支給。①②共

に所得制限あり

 申 請 4/1㈭～来年3/1㈫に直接、障

害者手帳、在学証明書または

入学証明書、本人の通帳を障

害福祉課（☎51・2345 56・

5134）

   18210

空家解体補助金、

木造住宅解体補助金を交付します

■空家解体補助金

 対 象 1年以上空家で、次のいずれ

かに該当する木造住宅①市の

調査で不良住宅と判定された 

②昭和56年5月31日以前に着

工した

 補助額 ①上限50万円②上限15万円

   39032

■木造住宅解体補助金

 対 象 耐震診断を受けて、「倒壊する

可能性がある」と判定された

住宅

 補助額 上限30万円

   37446

［共通事項］

 その他 補助額の算定方法など詳細は

ホームページ参照

 申込み 随時、直接、建築物安全推進課

（☎51・2561）

GW企画

KTJアニマルハンター

館内に隠された動物の絵を探します。

 とき 4/29㈷～5/9㈰9:00～16:00

 ところ 交通児童館

 対 象 18歳未満の方

 問合せ 交通児童館（☎61・5818）

青年講座

初級ジャズダンス

 とき 5/7～6/18の金曜日（5/21㈮

を除く。全6回）19:30～21:00

 ところ 青少年センター

 対 象 市内在住・在学・在勤の18歳以

上の方

 定 員 20人（抽選）

 料 金 1,200円

 申込み 4/7㈬～4/21㈬までに青少年

センター（☎46・8925）※ホー

ムページからも申し込み可

   16908

支 援

女性の国家資格取得に

係る費用を一部補助します

 対 象 再就職や正規雇用を目指す市

内在住の女性

 補助額 受講料などの2分の1（上限5

万円）

 その他 補助の対象など詳細はホーム

ページ参照

 申 請 国家資格取得後90日以内に

申請書などを市民協働推進課

（〒440-8501住所不要☎51・

2188）※申請書などはホーム

ページで配布

   76404

催し・講座

合同企業説明会

若者就職サポート塾 in 豊橋

職業適性診断や履歴書などの添削、職

業相談会を行います。

 とき 4/22㈭、5/20㈭13:00～17:00

 ところ ロワジールホテル豊橋

 対 象 おおむね44歳以下の求職者、

家族

 問合せ 商工業振興課（☎51・2435）

   19300

つつじ健康の道 市民ハイキング

豊橋公園や向山緑地の周辺など約10

㎞を歩きます。

 とき 4/25㈰9:30～14:00

 定 員 300人（申込順）

 料 金 200円

 その他 集合・解散は豊橋公園

 申込み 4/18㈰17:00までに住所、氏

名、年齢を豊橋市体育協会（☎

63・3031）

   82182

地域で活躍！

レクリエーションリーダー講座

高齢者対象のレクリエーション活動の

理論と実技を学びます。

 とき 5/13～6/17の木曜日（全6回）

13:30～15:30

 ところ あいトピア

 対 象 受講後に週1回程度、当協議会

の介護予防サロンで活動可能

な方

 講 師 阿部弘子さん（レクリエーション・

コーディネーター）ほか

 定 員 20人（申込順）

 申込み 5/6㈭までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）
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使わなくなった

学生服や体操服

子どもの成長や卒業で使わなくなった

学生服などを集め、必要な方に譲り渡

します。

 対 象 市内の公立中学校の学生服、

体操服など

 申込み 6/30㈬までに直接、学生服な

どを、あいトピア、各地域福祉

センター、子育て支援課

 問合せ 豊橋市社会福祉協議会（☎52・

1111）

   71422

①登録手話通訳者

②登録要約筆記者

聴覚障害者の病院受診・学校行事・各

種手続きなどに同行し、意思疎通を行

います。

 対 象 ①手話通訳士試験、手話通訳

者全国統一試験、あいち聴覚

障害者センター登録試験の

いずれかに合格した方②要約

筆記者養成講座を修了した方 

※いずれも他市で登録をして

いない方

 定 員 各若干名

 申込み 随時、登録申請書、履歴書、①は

各種試験合格通知（写し）、②は

養成講座修了証（写し）を障害福

祉課（☎51・2346）

   54659

中小事業者向けの各種補助制度・

融資制度をご利用ください

市では、以下をはじめとする各種補助

制度・融資制度で市内の中小事業者を

支援しています。4月から内容を変更

している制度もあります。制度内容な

ど詳細は、ホームページまたは中小企

業施策ガイドブックをご覧ください。

■起業支援事業費補助金

起業に係る経費などの一部を補助します。

［共通事項］

 問合せ 商工業振興課（☎51・2425）

   15603

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

シティプロモーション事業補助金

 対 象 団体など（個人不可）が行う、市

のプロモーション活動に貢献す

る新規事業または既存事業の

拡大部分

 補助額 対象経費の3分の2または2分

の1以内（上限20万円）

 その他 審査あり。資金面以外で支援す

る認定制度は随時募集

 申 請 5/14㈮（必着）までに申請書を 

シティプロモーション課（〒440- 

8501住所不要51・2179 city 

promotion@city.toyohashi.

lg.jp）※申請書はシティプロモー

ション課、ホームページで配布

   64908

市民活動総合補償制度

市民活動中の事故を補償します

自治会、ボランティア団体などの市民

活動団体が、国内で無報酬かつ自発的

に行う社会貢献活動内での、傷害と賠

償責任を補償します。事故発生から30

日以内に、事故報告書と参加者名簿を

含む活動計画書を市民協働推進課へ

提出してください。なお、市民活動団

体が補償を受けるには「どすごいネット」

への事前登録が必要です。補償内容な

ど詳細は市民協働推進課で配布の案

内パンフレットやホームページをご覧

ください。

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2483）

   10256

障害者向け交通助成券などを

配布します

■交通助成券など

交通助成券5,000円分（電車、豊鉄各

路線バス、コミュニティバスで使用可）、

タクシー料金助成券5,000円分、元気

パス助成券5,000円分のいずれかを

配布します。

 対 象 小学生以上の障害者手帳所持者

■タクシー料金助成券（15,000円分）

 対 象 身体（視覚・下肢・体幹・移動機

能・内部障害1～3級）、療育（A・

B判定）、精神（1･2級）のいずれ

かの障害者手帳を所持し、自動

車・軽自動車税（種別割）の減免

措置を受けていない方

［共通事項］

 とき ［障 害 福 祉 課］4/15 ㈭ ～ 来

年3/31㈭［各窓口センター］

5/12㈬～9/30㈭

 持ち物 所持する全ての障害者手帳

 問合せ 障 害 福 祉 課（☎ 51・2345 

56・5134）

   8023
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